
　　　ユーカリが丘地区社会福祉協議会

　　会長　　　　平野協治

　　研修事業部　阿部 和夫

　　突然、心臓や呼吸が止まってしまった人を救うには、そばに居合わせた人が

　救命処置をすることが大事です。　この治療は、まさに１分１秒を争います。

　　まず「１１９番 通報する」ことです。救急車が来るまで手をこまねいていては、

　助かる命も助けられないことになります。すぐ救命処置を行います。

　　この処置（心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法等）が人の命を救うのです。

　今回、志津消防署の協力を得て、[救命講習]を開催いたします。

　この機会に、救命処置の知識と技術を見につけては如何でしょう。

開 催 日 ： 平成２７年８月２日（日）　午前９時～１２時

講習内容 ： 普通救命講習１（修了書の更新もできます）

定　　員 ： 先着 ４０ 名 （定員で締切り）

場    所 ： 志津コミュニティセンター　２階 大会議室

費　　用 ： 無料

主　 催 ： ユーカリが丘地区社会福祉協議会

☆ ユーカリが丘地区社協 事務局  稲越　(火・水・金　13～17時勤務)

 　　電話　043-460-1781　　　Fax　043-463-4169

または、

☆ ユーカリが丘地区社協 研修事業部長　阿部（090-3095-3409）

回覧


